
 

 

 

 

 

 

 

★ 『 動 』 と 『 働 』 … 機 会 損 失 ★ 

 

◆当たり前のことですが、両者は異なった意味を持ちます。 

 

『動』とは、正に動くこと。対義語は『静』ですね。『働』とは、そ

のものの能力を“フル”に使って何かをすること。対義語は『怠』

です。 

動と静、働と怠。文字にすると何のことはないのですが、労働と

コストの観点から見ると非常に重要な意味を持ちます。 

 

◆労働の観点から見てみましょう。 

労働時間は、１日８時間、１週４０時間の時間制限がありま

すが、この時間帯は、能力を“フル”に使っている時間のはずで

す。遅刻や欠勤等、ノーワークノーペイの原則を守っているなら

ば（いわゆる控除）賃金は発生しませんが、これらが発生しない

限りは、１日８時間の時間帯について賃金が発生しています。

正確に言えば分・秒単位です。 

 

◆コストの観点では、固定費を見てみましょう。 

固定費とは、事業を行っていく上で、売上や販売数量の増減

に関係なく一定に発生する費用のことです。 

賃金は固定費です。しかも、金額が莫大であるにも係らず、

増減をさせにくいものです。日本の企業は、労働分配率（利

益に占める人件費の割合）が５０～６５％と言われています。つ

まり、やっとの思いで稼いだ１００円の利益のうち、半分以上を

人件費に持って行かれているわけです。 

 

◆ここで、『動』と『働』に戻ってみましょう。 

 

『動』とは、正に動くこと、と述べましたが、動いているだけでは

利益を生みません。１人１分毎に固定費というコストが容赦な

く費やされる時間に過ぎません。 

『働』とは、能力を“フル”に使っている時間ですので、１分毎に

費やされる固定費以上に、利益を稼ぎ出す時間です。 

 

◆したがって、単なる動きは利益がゼロ。ゼロどころか固定費が

消費されるので、マイナスという負のものでしかない。労働とコス

トの世界では、動は静・怠と同義語なのです。 

 

◆では、この『働・動・静・怠』の時間（利益を稼ぎ出している時間 

と 役立たない無駄な時間）をどうやって見つけるのか、というこ

とになりますが、一つの手法として『瞬間観測法』というものが

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

◆この方法は、１日の中でランダムにある時間帯を選び、「今、

何をしていたか。」をチェックする方法です。 

これを数週間で数千回繰り返します。「今、作業をしていた」、

「今、段取りをしていた」、「今、ちょっと休憩をしていた」等と区

分けします。この区分けによって、正味の稼働時間（利益を稼

ぎ出す時間） と 準備やサボり時間（利益を稼ぎ出さない時

間）が出てきます。 

 

◆ある指標では、前者は４８％・後者は５２％という数値があり

ました。この５２％は『赤字時間』です。苦労して稼ぎ出した利

益を食いつぶす時間です。賃金が１０万円であるならば、働い

ていない時間分の賃金（５．２万円）を無駄に払った、ということ

もできます。利益を生み出す時間の方が短いので、当然なが

ら利益は上がらず労働分配率も高いのです。 

 

◆時間は貴重な経営資源です。 

仮に、１人１分あたりの固定費が１２０円であったとすれば、１

分経過毎に金庫から１２０円がなくなるのです。１００人の社

員が１０分間サボったとするならば、１２万円（１２０円×１００

人×１０分）が消えてなくなります。 

 

◆この１人１分間の固定費から逆算して、無駄な時間の固定

費を算出すると、年間にして数千万円の費用が計上されてい

ることが分かります。会議の時間も、固定費としてみることが出

来ます。（参加人数×所要時間×１人１分あたりの固定費）に

よって表すことができ、年間にして数千万円という費用になりま

す。 

 

利益は、『働』によってしか生み出すことは出来ません。 

★４ ０ １ ｋ 導 入 支 援 

★セ ミ ナ ー ／ 講 演 

★各種助成金の申請 

★労働／社会保険手続 
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★就業規則の作成変更 
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